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11,537円

金額 率

15,709 100.0%

11,537 73.4%

2,733 17.4%

31 0.2%

204 1.3%

47 0.3%

157 1.0%

14,710 93.6%

675 4.3%

283 1.8%

31 0.2%

990 6.3%

9 0.1%営業利益 派遣請求単価－売上原価-販売管理費

その他経費 教育訓練費、資格研修費、福利厚生、車両費、振込手数料、郵便費

販売管理費
事務所運営費用

（営業、管理、面接、採用、勤怠確認、給与計算、明細発行など）

運営費用 事務所費、光熱費、事務用品、消耗品、労務管理費、

募集採用費 人材募集広告経費　（WEB、新聞折込、ﾌﾘｰﾍﾟｰﾊﾟｰ、ﾁﾗｼなど）

有給休暇引当 年次有給休暇 自社負担

売上原価 1日8時間あたりの派遣請求単価　-　スタッフに必要な経費

労働保険料及び
物損、傷病保険

休業補償、物損事故、死傷病などの保険料金

その他経費 事務用品、消耗品、資格取得や技能講習費用、駐車場代

社会保険料 健康保険、厚生年金保険

福利厚生費 健康診断、作業服、ｽﾎﾟｰﾂ大会、

派遣料金 派遣料金の平均額

派遣労働者の賃金 派遣社員への賃金平均額

安全衛生、機械操作研修、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰ研修、ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修、5S教育など

分類 1日8時間で換算 マージン比率グラフ

・ 協定労働者の範囲

・ 労使協定を締結している協定書の有効期間：2025年4月1日～2026年3月31日

全ての派遣労働者

　対象期間　：　2024年　9月　～　2025年　8月

・ 派遣労働者数 137名 ・ 派遣先数 46社 ・ マージン率 26.6%

・ 派遣料金平均額 15,709円 ・ 派遣社員賃金平均額

・ 教育訓練に関する事項

　　労働者派遣法に基づくマージン率について　　

　　　　　　　　　　　　　　ﾗｳｸﾃｨﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ6F

代表取締役　　　鈴木　洋澄

　平成24年10月1日施行の「労働者派遣法改正法」により、派遣元事業主（弊社）は毎事業年度終了
後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合（マー
ジン率といいます）を公開する事が義務付けられました。　　（法第 23　条第 5 項）
従って、弊社における情報提供を下記のとおり公開いたします。

キャリア・コンサルティング相談窓口：経営企画室

　このマージン率は以下の計算式で算出します。

マージン率　＝　
派遣料金の平均額　-　派遣労働者の平均額

派遣料金の平均額

（当該割合に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する）

73.4%

20.2%

6.3%

0.1%

派遣料金の内訳

営業利益

会社運営費

売上原価

派遣労働者平均賃金


